
議  案  説  明 
№1                                                       令和 4年 9 月定例会 

議   案 担 当 概          要 

議案第 49 号 

湖西市教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることについて 

総 務 部 本年 9 月 30 日をもって、現教育委員会委員の河合禎隆（かわい よしたか）氏の任期が満

了となりますことから、新たに、菅沼泰久（すがぬま やすひさ）氏を任命しようとするも

のです。 

菅沼氏は、幼稚園PTA会長や湖西市子ども・子育て会議の委員など教育活動にも精力的に参

加されており、人望も厚く、人格、識見ともに優れた適任者でありますことから、教育委員

会委員として任命いたしたく、議会の同意を求めるものです。 

なお、任期につきましては、令和 4年 10 月 1日から令和 8年 9月 30日までの 4年間です。 

議案第 50 号  
人権擁護委員の候補者の推薦につ
き意見を求めることについて 

健康福祉部 現人権擁護委員の清水勝（しみず まさる）委員が、令和 4 年 12 月 31 日をもって辞職さ

れます。清水委員は、平成 24 年より 10 年にわたり熱心に活動しておられますが、辞任の意

向を示されておりますことから、新たに、地域の人望も厚く、人格識見高く、社会貢献の精

神に基づき湖西市の人権教育及び人権啓発に尽力していただける適任者として、落合進（お

ちあい すすむ）氏を法務大臣に推薦するものです。 

なお、委嘱の発令がされた場合の任期は、令和 5 年１月１日から令和 7 年 12 月 31 日まで

の 3年間です。 

議案第 51 号 

令和 4 年度湖西市一般会計補正予

算（第 4 号） 

総 務 部 令和 4年度湖西市一般会計補正予算（第 4号）は、歳入歳出それぞれ 1,436 万 6,000 円を

増額し、総額を 253 億 7,687 万 2,000 円にしようとするものです。 

歳出の内容を申し上げますと、マイナンバーカードの交付体制等を強化し、カードの普

及促進を図るため、委託料等を計上するものです。 

なお、財源としましては、国庫支出金を充て、対応するものです。 

また、歳入歳出予算の補正と併せまして、債務負担行為の追加を計上するものです。 
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№2 

議   案 担 当 概          要 

議案第 52 号 

湖西市議会議員及び湖西市長の選

挙における選挙運動の公営に関す

る条例の一部を改正する条例制定

について 

総 務 部 公職選挙法施行令の一部が改正され、国の選挙における選挙運動の公費負担の限度額が引

き上げられました。 

湖西市議会議員選挙及び湖西市長選挙における選挙運動の公費負担の限度額については、

国の選挙における選挙運動の公費負担の限度額と同一の金額としていることから、公職選挙

法施行令の改正に合わせ、本条例の改正を行おうとするものです。 

なお、施行日は、公布の日とするものです。 

議案第 53 号 

湖西市職員の育児休業等に関する

条例の一部を改正する条例制定に

ついて 

 

総 務 部 今回の改正は、育児休業取得促進のため、国の改正に準じ、育児休業の取得回数制限を緩

和するものです。 

改正の内容といたしましては、職員の育児休業の取得回数について、現行原則 1 回までの

ところを、原則 2 回まで取得可能とするものです。またこれとは別に、子の出生の日から 57

日間以内の育児休業について、現行 1 回のところを 2 回まで取得可能とし、この育児休業を

取得できる非常勤職員の要件を緩和するものです。 

なお、施行日は令和 4年 10 月 1 日とするものです。 

議案第 54 号 

湖西市手数料徴収条例の一部を改

正する条例制定について 

都市整備部 今回の改正は、長期優良住宅の普及促進と住宅の円滑な取引環境の整備のため、長期優良

住宅の普及の促進に関する法律等が改正されることに伴い、本条例の条項の追加及び認定に

係る手数料の追加をしようとするものです。 

改正の内容といたしまして、1 つ目は建築行為を伴わない既存の住宅につきまして長期優

良住宅の認定が受けられるようになること、2 つ目は共同住宅等に係る面積基準の見直しに

より、共同住宅等の 1 戸当たりの面積基準が 55 平方メートルから 40 平方メートルへ緩和さ

れることに伴い、延床面積が 500 平方メートルまでの建物の認定を行う本市でも、戸数が 10

戸以上の申請を扱うこととなるため、長期優良住宅の認定申請手数料を追加するものです。 

なお、手数料の金額につきましては静岡県と同額とし、施行日は令和 4年 10月 1日とする

ものです。 
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№3  

議   案 担 当 概          要 

議案第 55 号 

令和 4 年度湖西市一般会計補正予

算（第 5 号） 

総 務 部 令和 4年度湖西市一般会計補正予算（第 5号）は、歳入歳出それぞれ 1億 7,039 万円を増

額し、総額を 255 億 4,726 万 2,000 円にしようとするものです。 

歳入の主な内容を申し上げますと、普通交付税及び市債を計上し、国庫支出金及び県支

出金を増額するものです。 

歳出の主な内容を申し上げますと、マイナンバーカードの利用による電子申請促進を目

的とした、キャッシュレスポイント事業に係る経費を計上し、豪雨により崩壊した市道の

復旧に係る工事請負費や空き店舗等を利活用する事業者を支援する補助金を増額するもの

です。 

また、歳入歳出予算の補正と併せまして、債務負担行為、地方債の追加及び繰越明許費

の設定を計上するものです。 

議案第 56 号 

令和 4 年度湖西市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第 1号） 

市民安全部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 865 万 2,000 円を増額し、総額を 55 億 4,365 万 2,000

円にしようとするものです。 

補正の内容といたしまして、歳出につきましては、職員の退職に伴う会計年度任用職員 1

名分の報酬を 107万 9,000 円増額するもの及び令和 3年度国民健康保険事業の確定に伴い、

事務費等の繰入金を精算し、一般会計に返還するため、繰出金を757万 3,000円増額するも

のです。 

歳入といたしましては、一般会計からの事務費等繰入金を107万 9,000円増額するもので

す。また、繰出金757万 3,000円の財源といたしましては、前年度繰越金を充てさせていた

だくものです。  

議案第 57 号 

令和 4 年度湖西市介護保険事業特

別会計補正予算(第 1号) 

健康福祉部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ6,647万 2,000円を増額し、総額を43億 8,313万 5,000

円にしようとするものです。 

補正の内容といたしまして、歳出につきましては、令和3年度の介護保険事業の精算に伴

い、超過交付金等を国、支払基金、県へ返還するための償還金として2,822万 6,000円、前

年度一般会計繰入金の精算による返還のための繰出金を3,824万 6,000円増額しようとする

ものです。 

補正財源といたしましては、前年度繰越金6,647万 2,000円を充てさせていただくもので

す。 
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№4  

議   案 担 当 概          要 

議案第 58 号 

令和 4 年度湖西市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第 1号） 

市民安全部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 1,946 万 1,000 円を増額し、総額を 8 億 2,446 万 1,000

円にしようとするものです。 

補正の内容といたしまして、歳出につきましては、令和3年度出納整理期間中に収納され

た令和 3年度分保険料を広域連合へ納付するため、負担金を 1,897万 4,000 円増額するもの

及び令和3年度後期高齢者医療事業の確定に伴い、事務費等の繰入金を精算し、一般会計に

返還するため、繰出金を 48 万 7,000 円増額するものです。 

補正財源といたしましては、前年度繰越金1,946万 1,000円を充てさせていただくもので

す。 

議案第 59 号  令和 3年度湖西市一般会計歳入歳出決算認定について 

議案第 60 号  令和 3年度湖西市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 61 号  令和 3年度湖西市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 62 号  令和 3年度湖西市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について 

議案第 63 号  令和 3年度湖西市公共下水道事業会計決算認定について 

議案第 64 号  令和 3年度湖西市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

議案第 65 号  令和 3年度湖西市病院事業会計決算認定について 

 

※ 議案第 59 号から議案第 65 号までの 7 議案につきましては、決算説明会において説明いたしますので、概要説明を省略させていただきま

す。 
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